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改
正
法
で
は
「
耐
震

性
が
不
足
す
る
」
と
行

政
庁
が
認
定
し
た
マ
ン

シ
ョ
ン
で
、
容
積
率
ボ

ー
ナ
ス
の
建
て
替
え
や

マ
ン
シ
ョ
ン
と
敷
地
の

多
数
決
に
よ
る
売
却
決

議
が
可
能
に
な
る
。
売

却
に
伴
う
代
替
住
居
の

提
供
、
あ
っ
せ
ん
、
デ

ベ
ロ
ッ
パ
ー
等
買
い
受

け
人
が
行
う
。 

対
象
を
耐
震
性
不
足

に
限
定
す
る
理
由
や
容

積
率
緩
和
特
例
を
認
め

る
理
由
に
つ
い
て
井
上

俊
之
国
交
省
住
宅
局
長

は
「
耐
震
性
が
足
り
な

い
、
危
な
い
マ
ン
シ
ョ

ン
」
と
繰
り
返
し
強
調
、

「
国
民
の
身
体
・
姓
名

を
保
護
す
る
た
め
」
と

だ
と
し
、「
危
険
マ
ン
シ

ョ
ン
の
除
去
」
自
体
に

公
益
性
が
あ
る
と
の
考

国
土
交
通
委
員
会
で
審
議
・可
決 
５
／
２
２
に 

衆

院

通

過 

危
険
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
去
に
公
益
性 

え
方
を
示
し
た
。 

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地

売
却
の
効
果
に
つ
い

て
、
２
０
１
２
年
末
時

点
で
、
旧
耐
震
１
０
６

万
戸
の
う
ち
、
耐
震
性

不
足
を
６
０
万
戸
と

し
、
７
割
の
４
２
万
戸

が
改
修
、
１
８
万
戸
が

建
て
替
え
を
選
択
す

る
と
推
計
。
１
２
万
戸

は
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地

売
却
制
度
の
活
用
が

考
え
ら
れ
る
、
と
答
え

た
。
根
拠
は
各
種
ア
ン

ケ
ー
ト
等
の
分
析
と

さ
れ
る
。
寺
島
義
幸
議

員
（
民
主
）
が
質
問
し

た
。 容

積
率
緩
和
特
例

で
は
、
備
蓄
倉
庫
や
避

難
所
と
し
て
の
集
会

所
整
備
の
ほ
か
緑
化

も
挙
げ
、
許
可
の
基
準

を
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

示
す
」
と
答
弁
し
た
。

杉
本
か
ず
み
議
員
（
み

ん
な
）
が
質
問
し
た
。 

後
藤
祐
一
議
員
（
民

主
）
は
売
却
に
伴
い
、

買
い
受
け
人
に
代
替
建

築
物
の
提
供
等
を
義
務

付
け
て
い
る
法
案
１
１

３
条
の
解
釈
に
つ
い

て
、「
買
い
受
け
人
は
、

買
い
受
け
計
画
に
従
う

義
務
が
あ
り
、
個
々
の

ニ
ー
ズ
に
最
大
限
応
え

る
義
務
を
負
う
」
と
し
、

ま
た
「
過
度
な
要
望
で

な
い
限
り
」
を
付
け
加

え
、
こ
れ
も
基
準
は
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
で
示
す
、

と
答
え
た
。 

高
齢
者
・
低
所
得

者
・
借
家
人
等
へ
の
配

慮
を
確
認
す
る
質
問
は

多
く
、「
買
い
受
け
人
の

努
力
」
に
期
待
を
示
し

た
上
で
、
日
本
弁
護
士

連
合
会
と
の
連
携
に

よ
る
専
門
家
相
談
体

制
や
Ａ
Ｄ
Ｒ
体
制
の

整
備
、
各
地
の
居
住
支
援

協
議
会
の
活
用
等
も
示
し

た
。 耐

震
性
不
足
マ
ン
シ
ョ

ン
以
外
へ
の
要
件
拡
大
や

団
地
の
棟
別
決
議
要
件
緩

和
等
は
太
田
昭
宏
国
交
相

ら
が
「
今
後
の
課
題
」
と

し
た
。 

穀
田
恵
二
議
員
（
共
産
）

は
「
や
み
く
も
に
建
て
替

え
を
急
ぐ
べ
き
で
は
な

い
。
耐
震
性
の
確
保
が
大

目
的
」
と
述
べ
、
太
田
国

交
相
は
「
ま
ず
は
そ
の
通

り
だ
が
、
い
ろ
ん
な
手
当

て
が
必
要
だ
」
と
選
択
肢

拡
大
の
意
義
を
強
調
し

た
。
穀
田
議
員
は
反
対
討

論
も
行
っ
た
。 

法
案
は
原
案
通
り
可

決
。
自
民
・
公
明
・
民
主
・

日
本
・
み
ん
な
の
５
派
共

同
提
案
に
よ
る
付
帯
決

議
（
左
表
）
も
可
決
さ
れ

た
。（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
新

聞 

第9
4
0

号
よ
り
） 

建替え円滑化法 

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え
円
滑
化
法
の
改
正
案
が
５
月
２
２
日
、
衆
議
院
本
会
議

で
原
案
通
り
可
決
さ
れ
、
参
議
院
に
送
ら
れ
た
。
３
時
間
で
終
わ
っ
た
２
１
日

の
国
土
交
通
委
員
会
の
審
議
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
制
度
創
設
に
伴
う

高
齢
者
・
低
所
得
者
・
借
家
人
等
へ
の
居
住
安
定
策
に
関
す
る
質
問
が
多
く
、

国
土
交
通
省
は
具
体
的
な
判
断
基
準
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
示
す
意
向
を
強
調

し
た
。
団
地
対
象
や
建
物
除
去
を
前
提
と
し
な
い
区
分
所
有
関
係
改
称
制
度
の

検
討
等
を
求
め
る
付
帯
決
議
も
可
決
さ
れ
て
い
る
。 

 
１ 老朽化マンションについて、建て替え、改修を含めた再生事業が円滑に

進むよう、マンション敷地売却制度の創設による老朽化マンションの建
て替え等の促進効果を見極めた上で、マンションに係る権利調整や建築
規制のあり方等について、引き続き多角的な観点から総合的な検討を行
うこと。 

 
２ 特に、既存の老朽化マンションストックの多くを占め、更新のニーズの

強い団地型のマンションについては、建て替え等の促進を図るため、ま
ちづくりの観点も含め、団地再生のための施策のあり方について幅広く
検討を行うこと。 

 
３ 既存ストックを有効活用する観点から、区分所有者が改修か建て替えか

売却かを的確に判断出来るよう、判断基準の作成、普及に努めること。 
 
４ マンション敷地売却決議がされた要除去認定マンションの区分所有者

および借家人に対し、認定買受け人が第１１３条の代替建築物の提供等
を実施するに際しては、区分所有者および借家人が過度な要請を行って
いない限り、できるだけ要請に沿った提供等となるよう務めること。 

 
５ 本法による除去の必要性が認定されたマンションの建て替えに係る容

積率については、特定行政庁は、周辺地域への影響を十分に考慮し、地
域住民の理解を得る努力をした上で、円滑な建て替えが可能となるよう
な容積率を設定するよう、国は必要な助言を行うこと。 

 
６ 近年の老朽化マンションの増加の実態を踏まえ、本法に基づくマンショ

ン敷地売却事業のほか、マンション建て替え事業や耐震改修などのマン
ション再生に向けた制度が十分に活用されるよう、地方公共団体や関係
団体等と連携し、制度の周知や費用の支援、相談窓口の設置なども含め、
その対応に万全を期すこと 
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３
者
の
役
割
提
示 

編集後記 

マンション管理組合では築年数が増えればそれに伴って解決すべき課題が増えて来ます。それに伴い、理事会の

役員、特に理事長の心理的、時間的負担は相当なものになります。管理会社は管理委託契約の範囲内のことはや

ってくれますが、それ以外のことは管理組合自身でやるしかありません。問題解決のためマンション管理につい

ての専門知識をその都度勉強して行くことは大変な苦労です。そこで、かかりつけの医者のようなマンション管

理士が身近にいれば時間的、心理的負担が格段に軽減され、どなたでも理事長が務まると思います。（吉田） 

地
域
防
災
力
強
化
で
提

言 

国
土
交
通
省
国
土
交
通
政

策
研
究
所
は
５
月
２
８
日
、

「
マ
ン
シ
ョ
ン
と
地
域
の
連

携
・
共
助
に
よ
る
地
域
防
災
力

の
強
化
に
関
す
る
研
究
」
の
成

果
を
発
表
し
た
。
ハ
ー
ド
面
で

は
新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
等
を
想
定

し
た
建
物
施
設
の
整
備
等
を
提

言
。
ソ
フ
ト
面
で
は
管
理
組

合
・
周
辺
町
内
会
・
管
理
会
社
・

行
政
等
で
構
成
す
る
「
地
域
防

災
組
織
」
の
設
立
、
管
理
会
社

の
業
務
範
囲
見
直
し
を
課
題

に
挙
げ
た
。 

◇ 

地
域
防
災
力
強
化
に
取
り

組
む
際
の
問
題
点
で
は
、
マ
ン

シ
ョ
ン
の
役
割
の
不
明
確
さ
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
面
、
マ
ン
シ

ョ
ン
内
外
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
不
足
な
ど
８
項
目
を

指
摘
。 

マ
ン
シ
ョ
ン
と
の
地
域
の

連
携
・
共
助
を
機
能
さ
せ
る
課

題
と
し
て
「
建
物
施
設
・
設
備
」

と
「
人
・
組
織
」
で
各
５
つ
を

挙
げ
た
（
表
参
照
）。 

ソ
フ
ト
面
で
は
従
来
の
町

会
等
中
心
で
は
な
く
、
管
理
組

合
や
管
理
会
社
も
参
画
す
る

「
地
域
防
災
組
織
」
の
設
立

や
、
管
理
会
社
が
取
り
組
め
る

よ
う
「
業
務
範
囲
の
見
直
し
」

に
言
及
し
て
い
る
。 

た
だ
提
言
は
主
に
ハ
ー
ド

面
。
特
に
今
後
、
地
域
防
災
配

慮
型
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
築
す

る
際
、
避
難
者
の
出
入
り
を
考

慮
し
た
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー

ル
の
設
計
や
浸
水
に
備
え
た

高
層
階
で
の
防
災
倉
庫
設
置

な
ど
を
示
し
て
い
る
。 

改
正
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え

国
土
交
通 

政

策

研 

円
滑
化
法
案
で
は
容
積
率
の

ボ
ー
ナ
ス
の
要
件
に
地
域
防

災
へ
の
配
慮
が
検
討
さ
れ
て

い
る
が
、「
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
も
参
考
に
な
る
の
で
は
」

（
同
研
究
所
）
と
話
す
。 

既
存
マ
ン
シ
ョ
ン
に
は
、
避

難
者
が
雨
風
を
し
の
げ
る
よ

う
屋
外
駐
車
場
・
駐
輪
場
へ
の

屋
根
の
設
置
等
を
提
案
し
た
。 

関
係
主
体
の
役
割
で
は
、
管

理
組
合
に
「
共
用
ス
ペ
ー
ス
や

設
備
の
提
供
」
、
管
理
会
社
に

「
地
域
防
災
施
設
等
の
ル
ー

ル
作
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
と
地
域

の
関
係
作
り
」
、
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
士
に
「
地
域
の
実
情
に
応

じ
た
地
域
防
災
機
能
に
対
す

る
助
言
・
指
導
」
を
提
示
。 

行
政
・
自
治
体
に
は
地
域

防
災
力
の
高
い
マ
ン
シ
ョ
ン

へ
の
評
価
制
度
創
設
、
管
理

規
約
や
管
理
会
社
・
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
士
の
権
限
拡
大
を

整
備
す
る
役
割
を
指
摘
し
て

い
る
。 

研
究
に
つ
い
て
…
２
０
１

２
・
１
３
年
度
に
わ
た
る
研

究
事
業
で
、
国
土
交
通
政
策

研
究
所
発
行
の
「
Ｐ
Ｒ
Ｉ 

Ｒ
ｅ
ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
」
第
４
８
号

で
管
理
組
合
等
、
第
５
１
号

で
管
理
会
社
等
を
対
象
と
す

る
各
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

を
発
表
。
今
回
は
調
査
の
成

果
報
告
。（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

新
聞 

第9
4
1

号
よ
り
） 

国
土
交
通
省
は
５
月
１
５

日
、
路
外
駐
車
場
の
機
械
式

駐
車
装
置
に
関
す
る
省
令
案

の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募

集
を
始
め
た
。
分
譲
マ
ン
シ

ョ
ン
の
駐
車
場
は
対
象
外
。 

省
令
案
で
は
こ
れ
ま
で
構

造
と
設
備
だ
け
だ
っ
た
路
外

駐
車
場
の
機
械
式
駐
車
装
置

の
大
臣
認
定
基
準
に
安
全
機

能
を
加
え
る
。
審
査
業
務
を

行
う
法
人
は
登
録
認
証
制
と

す
る
。 

駐
車
場
法
で
は
、
路
外
駐

車
場
を
「
一
般
共
用
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
」
と
規
定
し

て
い
る
た
め
、「
時
間
貸
し

は
対
象
だ
が
、
利
用
者
が
特

定
で
き
る
月
極
め
は
対
象

外
。
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
駐

車
場
の
安
全
対
策
は
今
年

３
月
公
表
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
参
考
に
し
て
欲
し
い
」

（
街
路
交
通
施
設
課
）
と
話

し
て
い
る
。（
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
新
聞 

第9
4
0

号
よ
り
） 

管

理

組

合

・
管

理

会

社 
マ

ン

シ

ョ

ン

管

理

士 

国
交
省
が
意
見
募
集 

認
定
基
準
に
安
全
機
能
追
加 

機
械
式 

駐
車
場 

 
【建物施設・設備】 
① 建物・環境に応じた地域防災施設・設備の整備（他施設との役割

分担も含む） 
② 専有部のセキュリティーを確保した施設の整備 
③ 平常時に使いやすい施設・設備の整備 
④ 地域防災施設・設備の運用ルール作成（受け入れ範囲、責任の所

在等） 
⑤ 地域防災対策を促進する法制度の改正・創設（表彰制度、認定制

度、補助制度等） 
 
【人・組織】 
① 管理組合と周辺町内会、管理会社、行政等からなる地域防災組織

の設立 
② 役割分担やリスク負担等の明確化（協定の締結等） 
③ 管理会社の業務範囲の見直し（業務として地域防災強化の取組を

行える仕組み） 
④ マンション内外の住民の良好な関係の構築（コミュニケーション

の仕掛けづくり） 
⑤ マンションの規模による格差の軽減（小規模な管理組合への支援） 


